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① さいたま市再犯防止推進計画

【基本目標】
 犯罪をした者等が、多様化が進む社会において孤立することなく、

再び地域社会の一員として生活を送れるよう更生支援を推進するこ
とで、市民が犯罪による被害を受けることを防止し、安全で安心して
暮らせる社会の実現に寄与することを目指します。

【計画策定の考え方】

 本市が実施する更生支援や再犯の防止等に資する取組及び犯

罪をした者等か否かに関わらず、従前から市民に提供してきた各

サービス（事業）などで、更生支援や再犯防止につながる可能性

がある取組を計画に記載する。

 これまで明確に再犯防止と関連付けられてこなかった取組に対し、

再犯防止の観点が反映される契機とする。

 日頃から市民に提供している再犯防止に資する各種サービスを

着実、適正に実施することで、犯罪をした者等の更生支援や再犯

防止につながり、国や県が掲げる目標に寄与する。

 「住民に身近な行政」として、再犯防止の観点を踏まえ、国と連
携・協力した事業実施が求められている。

地方公共団体
≪行政サービスの提供≫

連携・協力

さいたま市再犯防止推進計画の策定

計画の概要第１章

関連する施策の展開第２章

再犯防止を取り巻く状況第３章

計画の推進体制第４章

法律・計画、用語集

さいたま市再犯防止推進計画協議会 等
資料

さいたま市再犯防止推進協議会を設置

計画の趣旨・国や県の状況

計画の基本方針や重点項目 等

重点項目別の現状と取組の方向性

再犯防止等に関連する取組

犯罪者処遇の概要 / 市における犯罪
の発生状況 /  市を取り巻く再犯に関す
る状況

国の再犯防止推進法 / 国の再犯防止
推進計画 / 協議会の開催状況及び委
員構成 等

【構成】

再犯の防止等に関する施策を総合的に策定・実施

 作業・職業訓練
 性犯罪、薬物などの指導
 福祉等へつなぐための支援 等

≪刑務所等での指導・支援≫

国
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【期間】
 令和３年度から7年度までの５年間



【さいたま市再犯防止推進協議会設置要綱（抄）】

（所掌事務）
第２条 協議会は、次に掲げる事項について意見聴取を行うものとする。
（１）さいたま市再犯防止推進計画の推進等に関すること。
（２）前号に掲げるもののほか、協議会の目的達成のための必要な事項に関すること。

② さいたま市再犯防止推進協議会
【さいたま市再犯防止推進計画（抄）】

第4章 計画の推進体制
（協議会を設置し、）計画の進捗状況について意見を聴取しながら定期的に点検・評価し、必要に応じて内容の見直しを行います。
（協議会を活用して、）委員相互の情報共有や意見交換等を行い、これまで以上に連携を強化することにより、地域における再犯の防止
等に関する取組を協働して推進していきます。
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議題（１） さいたま市の再犯防止の進捗状況について

• 計画に掲げた取組を効果的・効率的に推進するため、進捗状況について意見を拝聴する。

議題（２） 国・民間団体等の動向に

• 地域の再犯防止に関する取組において協働体制を構築し、再犯防止を推進するため、委員相互
の情報共有や意見交換等を行う。

さいたま市再犯防止推進協議会



【進捗状況：令和３年度の取組】

 事業ごとの令和３年度の取組内容、実績・成果、達成度について、各所管より報告をいただきました。

 令和３年度の達成度は、以下の基準としました。

③ さいたま市再犯防止推進計画の進捗状況
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再犯防止推進
計画

74事業

住宅・住居

の確保等
のための取組

14事業

保健医療・
福祉サービ

スの促進
のための取組

26事業

非行の防
止・就学支

援等
のための取組

15事業

犯罪をした者
等の特性に応

じた支援等
のための取組

10事業

民間協力者の
活動促進、広

報・啓発活動の

促進等 のため

の取組 9事業

Ａ：目標を上回った
例）目標に対し実績が概ね１１０％以上/事業予定を前倒しで実施できた/予定を超える成果があった

Ｂ：目標を達成した
例）目標に対し実績が概ね９０％以上１１０％未満/事業予定を概ね実施できた

Ｃ：目標を下回った
例）目標に対し実績が概ね９０％未満/事業予定の一部もしくは全部を実施できなかった

－：新型コロナウイルス感染症の影響により目標を達成不可/事業を実施不可

☞ 詳細は資料６「令和３年度さいたま市再犯防止推進計画進捗管理表」を参照してください。

1
ワークステーションさいたまに
おける取組

「ワークステーションさいたま」において、働く意欲を持つあらゆる世
代を対象に、国が行う職業相談・紹介と連携したキャリアコンサル
ティングや子育て世代の再就職を支援するセミナー等、就職に至
るまでのワンストップ就労支援を実施します。

「ワークステーションさいたま」において、働く意欲を持つあらゆ
る世代を対象に、国が行う職業相談・紹介と連携したキャリアコ
ンサルティングや子育て世代の再就職を支援するセミナー等、
就職に至るまでのワンストップ就労支援を実施しました。

〇ワークステーションさいたま運営事業等に係る就職者数　120
人
〇ワークステーションさいたま施設利用者数　7,200人
（総合振興計画実施計画:事業11-1-4-02)

・（ワークステーションさいたまにおいて就職に至るまでのワンストップ就
労支援を実施することにより）ワークステーションさいたま運営事業等に
係る就職者数　306人
・ワークステーションさいたま施設利用者数　7,936人

Ａ

事業
番号

計画に掲載している標題 計画に掲載している事業内容 令和3年度の取組内容 令和３年度目標 令和３年度実績・取組の成果 達成度

計画に記
載されてい
る内容を転
記していま

す。

計画に掲載され
ている事業につい
て、令和３年度に
行った取組内容に
ついて記載してい
ます。

総合振興計画基本計画実施計画（以後、総合振興計画とい
う）をはじめとした各事業計画において、再犯防止推進計画に
掲載している取組に関する目標等を設定している場合は、令
和３年度の目標とその計画名を記載しています。

計画により目標を設定していない事業や設定が困難な事業
については「―」を記載しています。

令和３年度の目標または令和３
年度の取組内容に対する成果等
を記載しています。その際、再犯
防止や更生支援に係る連携をし
た取組等については具体的に記
載しています。



さいたま市再犯
防止推進計画

…74事業

※1事業に２つの所管課
に関わり、達成度が「Ｂ」
と「―」の場合、達成度
は「Ｂ」としています。

④ 令和3年度の取組と達成度

計画全体の達成度の割合
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・定量的評価：総合振興計画基本計画実施計画、その他の計画上の目標値に対して、

達成度を評価

・定性的評価：目標値を設定せず、実施の状況により、達成度を評価

【各達成度の内訳：定量的評価と定性的評価】

計画全体
（内訳）

定量的評価 定性的評価

達成度Ａ 12事業 12事業 なし

達成度Ｂ 54事業 16事業 38事業

達成度Ｃ なし なし なし

達成度― ８事業 ２事業 ６事業

合計 74事業 30事業 44事業



⑤各事業の進捗状況
1 就労・居住の確保等のための取組…14事業

達成度A：36％ 達成度B：64％ 達成度ー： なし

（１）就労の確保等
①就職に向けた相談・支援等の充実（7事業）
②犯罪をした者等を雇用する企業等の開拓、社会的評価の向上（３事業）

（２）住居の確保等（４事業）

取組内容
１（１）① 事業番号３ さいたま若者自立支援ルームにおける取組

社会生活を営むうえで困難を有する若者を対象に、その個人の
状態に合わせた自立支援プログラムを段階的に実施し、就労や
就学に向けて円滑な自立が果たせるよう継続的な支援を実施し
ました。

１（１）① 事業番号７ 障害者への就労支援に関する取組

障害者に対し、就労準備性を高めるため、パソコン講座や就活
講座等の各種講座を実施するとともに、就労に繋げるため、企業
での実習を実施しました。

就職後はジョブコーチによる職場定着支援を行ったり、離職予
防のため余暇活動講座等を実施しました。

実績・成果と達成度

 若者自立支援ルーム利用者アンケートで「自立に向かってい
る」と回答した方の割合 64.3％(目標：64％）

 若者自立支援ルーム利用登録者のうち就労・就学等自立に
向けステップアップした人数 88人（目標：55人）

Ａ

 障害者総合支援センター登録者の就労増員数（在宅就労含
む） 91人(目標：90人）

 受入協力企業での実習件数 45件（目標：45件） Ｂ

【達成度割合（再掲含む） 】

【主な事業の状況】
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⑤各事業の進捗状況
1 就労・居住の確保等のための取組…14事業

取組内容
１（１）② 事業番号８ 協力雇用主への競争入札参加資格審査にお
ける加点の取組

建設工事に係る競争入札参加資格審査時に、協力雇用主へ加
点を行いました。

１（２） 事業番号12 住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅
の供給の促進に関する取組

保護観察対象者等を含めた住宅確保要配慮者の入居を拒まな
い賃貸住宅（セーフティネット住宅）の登録制度について、市報へ
の掲載等により周知を行いました。

居住支援団体との連携により、住宅確保要配慮者の民間賃貸
住宅への入居支援の推進を図りました。

実績・成果と達成度

 令和３・4年度建設工事競争入札参加資格審査の等級区分
において、市内に本店を有する業者のうち、法務省さいたま
保護観察所に協力雇用主として登録されている者に対して、
発注者別評価点として10点の加点を行いました。

Ｂ

 セーフティネット住宅登録戸数 5,621戸(目標：5,300戸）
 居住支援協議会の活動を通じて、居住支援に係る７団体と

連携し、民間賃貸住宅への円滑な入居に向けた支援を行い
ました。 Ａ

【主な事業の状況（つづき）】
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⑤各事業の進捗状況
２ 保健医療・福祉サービスの利用の促進等のための取組…26事業

達成度A： 8％ 達成度B： 77％ 達成度ー： 15％

（１）高齢者又は障害者等への支援等
①保健医療・福祉サービスの提供に関する取組（11事業）
②関係機関・団体との連携の強化（7事業）

（２）薬物依存を有する者への支援等（8事業）

【主な事業の状況】

【達成度割合（再掲含む）】

取組内容
２（１）① 事業番号14 包括的な支援体制の構築

福祉の複合的な課題を抱える市民等に対応するため、4区に
相談支援包括化推進員を配置し、福祉丸ごと相談センターを
開設しました。

２（１）① 事業番号22 生活困窮者自立支援制度における取組

生活に困窮している方に対し、生活困窮者自立支援法に基
づく各事業等により、自立に向けた支援を行いました。

実績・成果と達成度

 福祉丸ごと相談センターを４区に開設し、適切な支援のコーディ
ネートを行いました。

 関係機関同士が連携して課題に対応する体制の整備が進み、犯
罪をした者等も含めて複合的な課題を抱えた方からの相談を受け
る体制の整備に寄与しました。

 窓口利用者の満足度 96%（目標：60%）

Ａ

 各区役所福祉課内に設置された「生活自立・仕事相談センター」に
て、延べ10,091名の相談を受け止め、犯罪をした者等も含めて相
談者の状況に応じた支援を行いました。

Ｂ
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※1事業に２つの所管課に関わり、達成度が「Ｂ」と「―」の場合、達成度は「Ｂ」としています。



⑤各事業の進捗状況
２ 保健医療・福祉サービスの利用の促進等のための取組…26事業

【主な事業の状況（つづき）】

取組内容
２（２）① 事業番号29 薬物依存症者本人および家族等への支援

薬物依存症者本人、家族等からの相談に対し、電話や面接
等で、保健医療・福祉サービスの利用促進に関する助言等の
支援を行いました。

薬物依存者本人及び家族等へ、相談対応や保健医療・福祉
サービス利用の促進等の支援を行いました。

２（２）① 事業番号30 同上

依存症家族教室を実施し、依存症についての正しい知識や
適切な対応方法の講義、当事者の体験発表、グループワーク
を実施しました。

２（２）① 事業番号31 薬物を含む依存症に対する相談支援ネッ
トワーク構築と人材育成に関する取組

依存症支援者研修会を実施しました。
また、埼玉ダルク等の依存症関連団体へ技術支援を実施し

ました。

実績・成果と達成度

 薬物依存症者本人及び家族等に対する電話相談対応 36件
 薬物依存症者本人及び家族等に対する面接相談対応 89件
 依存症に関する個別相談会 4回実施
 薬物依存者本人及び家族等からの相談に対し、電話や面接、訪問

などの相談支援を延63件実施し、薬物依存に対する対応方法や医
療機関情報の提供、地域で生活していくための福祉サービスの利
用の促進をしました。 Ｂ

 依存症家族教室を2クール（3回1クール）実施し、延べ34名の参加
がありました。

 新たに依存症家族教室の修了者向けのグループを実施（月1回）し、
延べ26名の参加がありました。

 依存所研修会実施 ２回 （研修会参加者延べ132名）
 埼玉ダルク、さいたまマックへ出張し技術支援を実施 各５回

Ｂ
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⑤各事業の進捗状況
３ 非行の防止・学校と連携した修学支援等のための取組…15事業

達成度A： 20％ 達成度B： 73％ 達成度ー： 7％

①修学支援等に関する取組（５事業）
②非行防止に関する取組（10事業）

【主な事業の状況】

【達成度割合（再掲含む）】

取組内容
３① 事業番号39 生活困窮世帯の子どもの学習支援における取組

生活困窮世帯における世代間の貧困の連鎖を防止するため、子
どもの学習支援、居場所づくり、進学に関する支援、高校生の中退
防止に関する支援等、子どもと保護者の双方に必要な支援を実施
しました。

３② 事業番号42 非行防止教室の開催

関係機関や団体への協力依頼、各校で実施した非行防止に向け
た取り組み状況について集約を行い各校の実践内容について学
校・警察連絡協議会や研修会において周知した。

実績・成果と達成度

 生活困窮世帯における世代間の貧困の連鎖を防止するため、犯
罪をした者等も含めて子どもと保護者の双方に必要な支援を実
施しました。

 （学習支援）中高生教室の出席率 53.2％（目標：40.6%）
 小学生教室の出席率 81.4％（目標：62.6%）
 教室参加者の生活保護受給世帯に属する中学生の高校等進学

率 100％（目標：98.1%）

Ａ

 （市立小・中・高等・中等教育学校において）薬物乱用関係に取り
組んだ学校 93.4%

 ネットトラブル関係に取り組んだ学校 94.6%
 関係機関と連携した「非行防止教室」を実施した小・中・高等学校

89校
 「令和３年度非行防止に向けた取組」として取り組みを行った市

立小・中・高等・中等教育学校 100%

Ｂ
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⑤各事業の進捗状況
４ 犯罪をした者等の特性に応じた支援等のための取組…10事業

達成度A： 20％ 達成度B： 80％ 達成度ー： なし

①少年・若年者に対する支援等に関する取組（８事業）
②女性の抱える問題に応じた支援等に関する取組（１事業）
③発達上の課題を有する犯罪をした者等に対する支援等に関する取組（１事業）

【主な事業の状況】

【達成度割合（再掲含む）】

取組内容
４① 事業番号51 なんでも子ども相談窓口における取組

「なんでも子ども相談窓口」において総合相談員を配置し、電
話・窓口・メール等による相談に対応しました。

４③ 事業番号55 発達障害者支援センターにおける取組

発達障害者社会参加事業では、当センター継続相談者を対象
に、「居場所」や「日中体験活動」の場・機会を提供しました。

学生向けキャリア形成支援事業では、発達障害者支援に関す
る知識・情報を普及させるため、講座をとおして二次障害の予防
とその人らしい社会参加の在り方を考える機会を設けました。

実績・成果と達成度

 複雑で困難な相談に対しては、子ども家庭総合センター内
の専門機関と連携し、必要な支援に速やかに繋がるよう支
援しました。

 なんでも子ども相談窓口における相談対応 4,360件
 総合相談窓口利用者のうち親身に相談に乗ってくれたと回

答した人の割合 98.4%（目標：95%）

Ｂ

 発達障害者社会参加事業の取組みを継続的に活用するこ
とができた人の割合 67%（目標：67%）

 学生向けキャリア形成支援事業支援者向け講座における
「内容が理解できた」と回答した参加者の割合 93%（目標：
90%）

Ｂ
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⑤各事業の進捗状況
５ 民間協力者の活動の促進、広報・啓発活動の推進等のための取組…９事業

達成度A： なし 達成度B： 89％ 達成度ー： 11％

（１）民間協力者の活動の促進
①民間団体等に対する支援（３事業）

（２）広報・啓発活動の推進等
①再犯の防止等に関する広報・啓発活動の推進（５事業）
②民間協力者に対する表彰（１事業）

【主な事業の状況】

【達成度割合（再掲含む）】

取組内容
５（２）① 事業番号58 社会を明るくする運動

犯罪や非行の防止と、犯罪をした者等の更生について理解を深
める広報、啓発活動を実施した。

５（２）② 事業番号60 保護司の表彰

さいたま市社会福祉大会を開催し、功績が顕著な保護司を表彰し
た。

実績・成果と達成度

 国、県と連携し、さいたま新都心大型モニターで再犯防
止に関する広報・啓発動画を放映することにより、啓発
活動の推進に取り組みました。

Ｂ

 犯罪や非行のない明るい地域社会の実現に貢献した
保護司に対して、その長年にわたる功績を表彰（市長
表彰：４名、社協会長表彰：１０名）することにより、意欲、
やりがいの向上に繋げました。

Ｂ
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※1事業に２つの所管課に関わり、達成度が「Ｂ」と「―」の場合、達成度は「Ｂ」としています。



⑥ さいたま市の広報・啓発活動等

リーフレットの構成

第１部 再犯防止とは ・再犯の現状 ・再犯防止の必要性 ・再犯が起こる原因等

第２部 相談窓口一覧 ・窓口名称 ・支援制度概要 ・連絡先等

さいたま市再犯防止推進計画リーフレット

 令和４年３月、再犯防止の現状等及び犯罪や非行をした人やその支
援者の方（家族・保護司・更生保護・福祉等の関係機関・団体の職員
等）が必要な支援につながるよう、地域の再犯防止に資する相談
先・連絡先をまとめたリーフレットを作成しました。

 地域の再犯防止に関する取組（窓口）を集約することにより、①支援
ネットワークの基礎を構築し支援につながりやすい環境を整備する
とともに、②市民に周知・啓発することで、「すべての市民が安全で
安心して暮らせる社会を目指す」機運の醸成を目的としています。

 配布先
市再犯防止推進協議会構成機関
更生保護関係者（保護司会・更生保護女性等）
民生委員
市関係所管課
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再犯防止推進の広報・啓発活動等

【広報・啓発活動】 ☞ 令和４年４月、福祉事務所職員等研修において、「再
犯防止とは」、「再犯防止の重要性」「再犯防止に資する
相談窓口」等を内容とした講義を行いました。

☞ 令和４年７月、第72回社会を明るくする運動及び再犯
防止啓発月間のポスターを庁舎に掲示しました。

☞ 令和４年７月、東京矯正管区と連携し、各区役所区民
課の電子掲示板にて、再犯防止啓発動画を放映しました。

13

【参考】 ☞ 令和４年10月、第72回社会を明るくする運動が、さい
たま市浦和区岸町公民館で開催されました。さいたま浦
和地区保護司会浦和支部が主催し、社会復帰、立ち直り
を支えることの大切さを呼びかけました。

☞ さいたま市のホームページにおいて、再犯防止に関
する情報欄をつくり、イベントやセミナー等の情報を掲載
しています。共有したい情報がごさいましたらお寄せくだ
さい！



⑦ 犯罪をした者等に関わる取組事例
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[事例の経過]
 令和元年度（Ａ：中学１年生）

・４月と６月に、警察からAの万引きによる触法通告が児童相談所に入った。
・通告を受けて、児童相談所がＡとの関わりを開始。

面接を通じ、Ａの特性や問題行動の原因などを把握するとともに、併せて父母とも定期的
に面接を行った。

 令和２年度（Ａ：中学２年生）
・６月に再度、触法通告が児童相談所に入った。
・Ａは、担任からの働き掛けがきっかけで、７月頃から、中学校に設置されている「さわやか

相談室」に登校し始めた。
・児童相談所と中学校の間でも、情報共有や対応を協議するため、ケースカンファレンスを

実施。さわやか相談室において、Ａの居場所となるよう受入れを継続することを確認した。

 令和３年度（Ａ：中学３年生）
・令和２年６月以降、Ａが万引きを行っていないことを確認。
・児童相談所にてＡ、父母と面接を行い、改めて生活の見直しなどを行った。

（万引きの再発が無いこと、さわやか相談室との関係が継続していることから、児童相談
所の関わりは終了とした。）

※触法通告 …警察は，触法少年（14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年）を発見した
場合は，児童相談所等の関係機関へ通告する。

※さわやか相談室…中学校内にある「さわやか相談室」において、さわやか相談員が、中学
校区内の児童生徒及び保護者を対象に教育相談を行う。また、心の専門家のスクールカウン
セラーによる相談も受け付けている。

A
（中学生）

警察

父母

児童相談所
中学校

（さわやか相談室）

[事例の状況]

対象者：Ａ（中学生）

世帯構成：父、母、A、兄、弟

世帯の状況：小学校６年生から、Aは不登校の状態。

父母は、Ａの問題行動に困り果てていた。

（昼夜逆転の生活、家財を無断で売却する 等）

万引きによる
触法通告

対応を協議

さわやか相談室へ登校



（参考）さいたま市HP
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